
 

 

 

 

２０１９年１１月１０日～１１日、盛岡地本準備の下、ホテル大観にて「政策フォーラム２０１９」が開催され、第１セッションでは、「職場現実を出発点と

した、安全確立にむけて」第２セッションでは、「安全・健康・ゆとり・働きがいを実現するための検証運動の強化」をテーマに議論を行いました。 

八王子地本は、「職場の指導・教育体制はどうあるべきか」をテーマに第１セッションの中で提言をしました。地本は今政策フォーラムに向けて、９月７日に

開催した「地本政策フォーラム２０１９」で各支部・部会からの提言に基づき、地本プロジェクトを立ち上げ、議論を創り出してきました。そして、職場現実

を基に各系統において、安全レベルを向上させるためには、指導体制を確立することと安心して働ける環境を創り出すことが課題であり、①仲間から信頼され

る専任の指導員を全ての系統の現場に配置する。②「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に則り、本人希望を尊重し、安心して自ら

の経験や技術力を活かせる環境を構築する。の２点について提言をしました。 

他地本の提言の中でも安全・サービスの低下が課題とされ、指導員の配置や指導体制を構築することの提言なども あり、１２地本統一の課題であることが

明確になりました。八王子地本は、安全風土の再確立と安全レベルの向上に向けて、各系統のプロをつくりだしていきます。 

八王子地本は１１月１８日、八王子市生涯学習センタークリエイトホールにおいて「労働者の権利掲げ、適正な要員配置を求めたたかい

抜いた到達点を確認し、安全・健康・ゆとり・働きがいある職場を全組合員の力で創り出す１１・１８八王子地本集会」を開催しました。

集会では、労働委員会や個人訴訟などあらゆる手段を活用したたたかいによって、青年部の再建や組合員の労働者的意識の向上はもとより、

新人車掌の配属時期の変更、配属人数の増加、運転士養成入所時期の変更、時季変更権行使の抑制、更には保存休暇制度の変更など、多く

の成果をかち取る事が出来、まさに第三者機関を活用するとともに職場運動の強化を全組合員で創り上げてきたからに他ならない事を参加

者全員で確認し、適正な要員配置を実現していくために、更なるたたかいへ決起していく事を確認しました。 

また、１１月１１日には、バス棚倉分会組合員への不当労働行為に対して「不当労働行為救済申立」を行い、東京都労働委員会へ提出し、

受理されました。提出した結果、マスコミにも取り上げられジェイアールバス関東の体質が公の場に拡げられました。「第三者機関を活用す

る意義」を明確にして、企業犯罪を許さず健全なＪＲ東日本・グループ会社を実現するために水戸地本・ＪＲバス棚倉分会と共に「安全・

健康・ゆとり・働きがい」のある職場を創り出すためにたたかっていきます。 

 

（１）  2019年 12月 10 日           ＪＲ東労組はちおうじ          （平成 11年 3 月 29日第 3 種郵便物認可） 第 194号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11

月

22

日
と
い

え
ば
、
「
い
い
夫
婦
の

日
」
と
多
く
の
人
が
イ

メ
ー
ジ
す
る
よ
う
に
、

芸
能
界
で
は
多
く
の

結
婚
報
道
が
さ
れ
た
。

そ
ん
な
中
、
お
笑
い
芸

人
の
カ
ズ
レ
ー
ザ
ー

が
相
方
の
結
婚
に
つ

い
て
「
首
相
の
桜
を
見

る
会
か
ら
注
意
を
そ

ら
す
陰
謀
ニ
ュ
ー
ス
」

と
コ
メ
ン
ト
し
笑
い

を
誘
っ
た
が
、
的
を
得

て
い
る
コ
メ
ン
ト
で

あ
る
と
感
じ
た
。
麻
薬

取
締
法
違
反
で
女
優

が
逮
捕
さ
れ
た
際
、
ラ

サ
ー
ル
石
井
が
「
ま
た

だ
よ
。
政
府
が
問
題
を

起
こ
す
と
、
芸
能
人
が

逮
捕
さ
れ
る
。
次
期
逮

捕
予
定
者
リ
ス
ト
が

あ
っ
て
、
誰
か
が
ゴ
ー

サ
イ
ン
を
出
し
て
る

で
し
ょ
」
と
コ
メ
ン
ト

し
物
議
を
呼
ん
だ
が
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
て
国
民
の
意
識
を

そ
ら
す
安
倍
政
権
の

十
八
番
が
炸
裂
し
て

い
る
。
様
々
な
疑
惑
が

噴
出
し
て
い
る
「
桜
を

見
る
会
」
の
そ
の
裏

で
、
国
民
的
議
論
が
無

い
ま
ま
ひ
っ
そ
り
と

「
日
米
貿
易
交
渉
」
が

国
会
で
承
認
さ
れ
た
。

様
々
な
視
点
か
ら
物

事
を
見
る
こ
と
で
真

実
を
明
ら
か
に
し
、
今

こ
そ
政
府
や
会
社
に

騙
さ
れ
ず
、
仲
間
を
大

切
に
支
え
あ
う
社
会

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
Ｎ
・
Ｓ
） 
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【平均年齢】30.1 歳 

【平均支給額】531,315 円 

【平均年齢】40.1 歳 

【平均支給額】1,075,000 円 
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（２）  2019年 12月 10 日                 ＪＲ東労組はちおうじ                      第 194号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Ｊ
Ｒ
東
日
本
会
社
は
、
あ
る
現
場
長
の
「
１
人
２
回
休
勤

す
れ
ば
職
場
が
回
る
」
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
小
限

の
要
員
で
効
率
的
な
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
で
更
に
生
産
性

の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
各
職
場
に
お

い
て
マ
イ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
各
種
委
員
会
な
ど
の
変
形
日
勤

や
不
要
不
急
な
出
張
・
研
修
な
ど
を
優
先
し
た
た
め
に
年
休

の
取
得
が
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
立
川
車
掌
区
分
会
は
２
０
１

６
年
、「
最
近
年
休
が
入
ら
な
い
」
と
の
組
合
員
の
声
か
ら
出

発
し
て
勤
務
実
態
調
査
を
行
い
、
組
合
員
と
の
議
論
と
実
践

に
よ
っ
て
、
年
休
が
取
得
で
き
な
い
原
因
は
時
季
変
更
権
の

濫
発
と
会
社
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。 

八
王
子
地
本
は
、
分
会
の
要
請
に
基
づ
い
て
２
０
１
７
年
３
月
「
年

次
有
給
休
暇
の
請
求
に
対
す
る
適
正
な
取
り
扱
い
を
求
め
る
申
し
入
れ

（
八
地
申
第
29
号
）
」
を
お
こ
な
う
も
、
会
社
は
不
誠
実
極
ま
り
な
い

回
答
を
繰
り
返
し
た
た
め
、
２
０
１
７
年
６
月
、
東
京
都
労
働
委
員
会

（
都
労
委
）
に
「
団
体
交
渉
に
お
け
る
誠
実
交
渉
義
務
違
反
に
よ
る
不

当
労
働
行
為
救
済
申
立
」
を
行
っ
て
職
場
か
ら
闘
い
を
つ
く
っ
て
き
た
。

更
に
今
年
１
月
、
立
川
車
掌
区
分
会
長
が
Ｊ
Ｒ
東
日
本
を
相
手
取
り
、

東
京
地
方
裁
判
所
に
「
時
期
変
更
権
の
行
使
濫
発
に
よ
る
年
休
失
効
の

根
本
原
因
の
明
確
化
お
よ
び
年
休
権
の
救
済
を
求
め
る
（
年
次
有
給
休

暇
請
求
権
存
在
確
認
請
求
事
件
）
」
提
訴
し
た
。
会
社
は
当
初
、
「
複
合

的
な
要
因
」
と
年
休
が
失
効
し
た
責
任
を
明
確
に
せ
ず
、
先
延
ば
し
に

す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
が
、
第
三
者
機
関
の
活
用
と
同
時
に
職
場
の
た
た

か
い
を
連
関
さ
せ
て
き
た
結
果
、
２
０
１
９
年
11
月
19
日
の
第
17
回

調
査
で
「
会
社
は
、
立
川
車
掌
区
に
お
い
て
、
職
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
課
題
等
に
起
因
し
て
、
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
変
更
権
の
行
使
に
配

慮
を
欠
い
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
遺
憾
の
意
を
表
し
、
今
後
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
」
等
と
し
て
、「
勝
利
的
和
解
」

を
か
ち
と
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
分
会
青
年
部
の
再
建
や
組
合
員
の

労
働
者
的
意
識
の
向
上
は
も
と
よ
り
、
新
人
車
掌
の
配
属
時
期
の
変
更
、

配
属
人
員
の
増
加
、
運
転
士
養
成
入
所
時
期
の
変
更
、
時
季
変
更
権
行

使
の
抑
制
、
更
に
は
保
存
休
暇
制
度
の
変
更
な
ど
、
労
働
委
員
会
や
個

人
訴
訟
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
活
用
し
、
職
場
運
動
を
強
化
し
て
全
組

合
員
で
た
た
か
う
こ
と
で
大
き
な
成
果
を
か
ち
取
っ
て
き
た
。 

労
働
組
合
は
、
組
合
員
・
家
族
の
利
益
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
も
職
場
で
は
、
会
社
か
ら
の
脱
退
強
要
や
、
試
験
・
昇
進
・
異
動
等

に
対
す
る
差
別
・
不
利
益
扱
い
の
不
当
労
働
行
為
が
続
い
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ

東
日
本
は
不
当
労
働
行
為
が
体
質
化
し
た
企
業
に
な
っ
て
い
る
。
労
働
委

員
会
は
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
に
関
す
る
判
定
権
限
と
利
益
紛
争
に
関

す
る
調
整
的
権
限
を
併
有
し
て
い
る
。
11
月
11
日
バ
ス
棚
倉
分
会
組
合
員

へ
の
不
当
労
働
行
為
に
対
す
る
「
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
」
が
東
京
都

労
働
員
会
に
即
日
受
理
さ
れ
た
。
こ
の
間
掲
示
物
撤
去
事
件
や
誠
実
交
渉

義
務
違
反
で
第
三
者
機
関
を
活
用
し
た
た
た
か
い
に
よ
っ
て
、
会
社
の
姿

勢
を
正
し
、
大
き
な
成
果
を
か
ち
取
っ
た
こ
と
を
見
て
も
第
三
者
機
関
を

活
用
し
た
闘
い
は
必
要
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
活
用
し
て
企
業
犯
罪
、

不
当
労
働
行
為
を
撲
滅
し
、
健
全
に
発
展
す
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
・
グ
ル
ー
プ

会
社
を
実
現
す
る
た
め
連
帯
の
輪
を
広
げ
、
職
場
の
た
た
か
い
を
強
化
し

よ
う
！ 
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上期会計監査報告 
 

八王子地本規約第５１条及び会計規則第２２条に基づき、 

２０１９年度上期会計監査が実施されました。 

 

１．実 施 日：２０１９年１１月２１日（木） 

２．監査場所：八王子地本会議室 

３．対象期間：上期 ２０１９年４月１日～９月３０日 

４．監査対象：一般会計、予算の執行状況、現金及び預金の対照、 

収支証拠書類、備品、特別会計、共済会計 

５．確認事項：現金・預金の確認ならびに監査対象に対する検証 

 

 

₴ σ ₴ ҥ

֝ ⁵ ʝ ₳ᴇ ˲ ʺʺ ὃ

ᴣ ̝̝ᴣ Ẏ Ћᴣ►  

 

       ₴↓ ☻ᴣ̱Ѱ   

ᵂ ʝ   Ϸ ⁸ ̝ ᴣ 

ᵂ  ᵲ  ᴣ 

̈ ʫ ˲   Ϸ ̝ ᴣ 

˗ҵᾯ  ᾛ  ʿ ԍ⁸ ̝ ᴣ 

˗ҵᾯ  ʴ  ͪẑ Ў ἧ᷂ Ḧ ҇Ỗᴣ  

˗ҵᾯᴣ ּ  ˀ ᾛ₳⁸ ̝ ᴣ 

˗ҵᾯᴣ   ↑⁸ ̝ ᴣ 

˗ҵᾯᴣ Ḝ  ⃰ Ў ἧ᷂ ►  

 

 

 

 

 

２０１９年１１月２日、お座敷青梅奥多摩４８５系「華」に、４８５系の現

車訓練を行なっていない組合員を乗務させるという事象が発生しました。当該

組合員は「４８５系に乗務できない」旨を申告しましたが、管理者は「前例が

ある」「客扱い担当では問題ない」などと回答し、乗務を命じました。この行

為はこの間の労使議論を反故にするばかりか、国交省が定める省令にも違反し

ており断じて認める訳にはいきません。よって八王子地本は下記の項目で緊急

申し入れを行ないました。 

 

１．現車訓練を行なっていない組合員に勤務指定を行い、乗務できない旨の申

告があったにも関わらず、勤務変更せずに乗務させた事の対する会社の考

えを示す事こと 

２．対象社員に対し、早急に必要な現車訓練を行うこと。また、現車訓練が出

来ない場合は、乗務させないこと 

 

 

 

２０１９年１１月２１日、八地申第２号「新たなジョブローテーションの実

施」の運用に関する申し入れ第１回交渉を行ない第５項まで議論を行ないまし

た。特徴点として、１項では「変革２０２７」達成時の各系統における要員需

給の展望を議論しましたが、「要員需給はどのように変化するのか施策を行いな

がら決めていくのでまだ明確になっていない」という回答があり、会社として

今後の展望を何も考えていない姿勢が明らかになりました。３項では現ライフ

サイクルにおいて対応不可能である根拠を明確にするために議論をしました。

会社は「ライフサイクルを続けてどうなるかは未知数である。全くできないと

言いきれないが、今回は乗り越えるためにジョブローテーションを行う。従っ

てライフサイクルで対応不可能かという事に対しては明確に回答できない」と

曖昧な回答を繰り返し、最終的には「本部・本社で議論をしている事なので回

答しかねる」と不誠実な回答に終始した団体交渉でした。 
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